
お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

　組合員証等は、保険医療機関等に提示することで保険診療を受けることができる証明書です。忘れずに持参して医
療機関窓口へ提示してください。
　また、継続して診療を受けていて診療月が変わった場合や月の途中に再診等で受診する場合、あるいは、所属所の
異動により組合員証等の記載事項が変更になった時など、必ず組合員証等を提示してください。

各保険医療機関にかかる際は必ず組合員証等を提示してください2

　組合員証等は証明書ですので、紛失されませんよう大切に保管してください。もし、紛失や盗難等に遭った場合は、
最寄りの警察署等へ届け出てください。
　また、不正に使用した場合は、法により罰せられますのでご注意ください。

組合員証等は大切に保管してください3

　組合員証等に関する各種届出については、必ず勤務先の共済事務担当課を通じて行ってください。
　任意継続組合員の方は、共済組合へ直接ご連絡ください。

組合員証等に関する各種届出について4

　組合員及び任意継続組合員、もしくは、被扶養者の方が 75歳の誕生日を迎えますと、後期高齢者医療制度へ移行
となり、その日以降、組合員証等が使用できなくなりますので、組合員証等を共済組合へ速やかに返納してください。

75歳を迎えた時には ……5

　「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」が平成
28年12月26日に公布され、平成28年10月から実施されている週20時間以上で働く短時間労
働者（※）に対する社会保険の適用対象（適用事業所）が、本年4月から拡大されます。
　現在パート・アルバイト等をされている場合であっても、認定要件を満たしていれば共済組合の
被扶養者となっておりますが、新たに事業所等の健康保険の適用となった方は、共済組合の被扶養
者とはなれませんので、被扶養者の認定取消の手続きをお願いします。
　なお、健康保険の適用については、お勤め先の事業所や個々の雇用条件により異なりますので、
詳細はお勤め先にお問い合わせください。

本年4月から、短時間労働者に対する本年4月から、短時間労働者に対する
社会保険の適用対象が広がります社会保険の適用対象が広がります

（※）短時間労働者
以下の①～④の全ての要件に該当する方
① １週間の所定労働時間が20時間以上
② 雇用期間が1年以上
③ 賃金の月額が88,000円
　 （年収106万円）以上
④ 学生でないこと

平成28年10月からの適用事業所
　被保険者数が常時501人以上の企業

平成29年4月に新たに適用拡大となる事業所
　次のア又はイに該当する、被保険者数が常時500人以下の事業所
ア 労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ 地方公共団体に属する事業所
　 注） 国に属する全ての事業所については平成28年10月から

適用拡大

共済だより
2017.4.April No.615

11


